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会社情報

適時開示判定（主管部門：コーポレートコミュニケーション部）
適時開示の要否について適時開示規則・広報上の観点から判定

判定結果についてコーポレートコミュニケーション部長に報告・承認

危機管理委員会（リスク情報）

当社各事業部・関係部門 主要な子会社
● 決定事実
● 発生事実（リスク情報を含む）
● 決算情報

● 決定事実
● 発生事実（リスク情報を含む）
● 決算情報

コーポレートコミュニケーション部

外部公表

情報経路

● 決定事実
● 決算情報

取締役会決議

● 発生事実（リスク情報を含む）

取締役会・経営会議等報告

速やかに適時開示
※緊急の場合
情報取扱責任者決裁
（後日、経営会議等で報告）

適時開示に係る社内体制の概略図


